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 いつも大変お世話になり誠にありがとうございます。 

“夏”とはいつからいつまでを指すのでしょう･･･。といった感じの暑さが続きましたが、１年も残り３分の１から

４分の１に差し掛かり、ようやく“秋”が少しずつ感じられるようになってきましたね。 

さて最近、お客様から立て続けにお問合せ頂いたのが、以前にも本誌で紹介した「健康経営優良法人認定制度」に

ついてです。ちなみに、この制度は経済産業省が所管しており、同省のホームページで次のように案内されています。 

『特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関

係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的に、日本健康会議が認定す

る顕彰制度です。本制度では、大規模の企業等を対象とした「大規模法人部門」と、中小規模の企業等を対象とした

「中小規模法人部門」の２つの部門を設けています。「健康経営優良法人」に認定されると、「健康経営優良法人」

ロゴマークの使用が可能となる他、自治体や金融機関においてさまざまなインセンティブが受けられます。詳細は、

健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト「ACTION！健康経営外部リンク」をご確認ください。（※健康経営は、

NPO 法人健康経営研究会の登録商標です。）』 

この制度は、認定を受けるために企業等としてクリアしなければならない事項が我われ社労士の取り扱う分野と深

く関わっていることから、厚生労働省が所管し、相談に応じる専門家は社労士だと思われているようですが、実は、

社労士の業務範疇外です。とはいうものの、快適な職場環境づくりには心身の健康は欠かせませんので、多少なりと

もサポートできたらと考えています。いずれにしても、企業等にとってメリットのある制度と言えますので、興味の

ある方は次回（2025）の認定にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。 

中薗総合労務事務所 代表 中薗博章 
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■「なでしこ銘柄」・「Next なでしこ 共働き・共育て支援企業」とは 

「なでしこ銘柄」は、経済産業省が東京証券取引所と共同して、「女性活躍推進」に優れた上場

企業を選定するもので、2012 年度より実施されています。「中長期の企業価値向上」を重視する投

資家にとって魅力ある銘柄として紹介することを通じて、企業への投資を促進し、各社の取組みを

加速化していくことを狙いとしています。また、「なでしこ銘柄」とは別に今年から、「共働き・

共育てを可能にする性別を問わない両立支援」に関する取組みが特に優れた企業を選定する「Next

なでしこ 共働き・共育て支援企業」が始まりました。 

 

■応募するとどんなメリットがあるのか 

この取組みに参加することによって、以下の点が期待できるとされています。 

・自社の女性活躍推進の定量的な成果を整理し、今後の女性活躍促進策の検討に役立つ 

・自社の女性活躍推進の取組みを整理・見える化し、社内外のステークホルダーとの対話が促進

される 

・「女性活躍に積極的な企業」として経済産業省から公表されることで、自社のＰＲにつながる 

・多様な人材が活躍できる企業であることを社内外に発信でき、自社に合った人材採用に役立つ 

・多方面の企業とのつながり、かかわりがもて、事業発展につながる 

 

■応募方法・注意点 

 2024 年度の募集は、８月 26 日（月）～10 月 18 日（金）16：00 です。 

「なでしこ銘柄」と「共働き・共育て支援企業」、両方の応募でも、いずれかのみでも可能です。

ただし、「なでしこ銘柄」に選定された企業は、「共働き・共育て支援企業」には選定されません。 

 なお、2024 年度の女性活躍度調査は、以下の構成となっています。 

ａ．共通調査票（Excel 調査票） 

 ① キャリア形成支援の推進状況に関する項目（定量情報） 

 ② 共働き・共育て（両立支援）の推進状況に関する項目（定量情報） 

 ③ 経営戦略と紐付いた共働き・共育て（両立支援）に向けた取組み（定性情報・選択式）） 

ｂ．なでしこ銘柄調査票（Word 調査票） 

 ④ 経営戦略と紐付いた女性活躍に向けた取組み（定性情報・記述式）） 

 

オンライン説明会の動画が公開されているので、一度チェックしてみましょう。 

【経済産業省「2024 年度「なでしこ銘柄」募集要領」】 

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/r6bosyuyoryo.pdf 

2024 年度「なでしこ銘柄」「Next なでしこ 
共働き・共育て支援企業」の応募締切迫る 
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■電子申請義務化と同時に報告事項が整理される 

労働者死傷病報告の報告事項が改正され、2025 年１日１日から、電子申請が義務化されるととも

に、報告事項の整理がされます。 

 

■主な改正内容 

労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確に把握すること等を目的に、こ

れまでの自由記載から、該当するコードからの選択に変更になります。 

① 「事業の種類」⇒日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択 

（例）製造業＞食料品製造業＞水産食料品製造業＞水産缶詰・瓶詰製造業 

② 「被災者の職種」⇒日本標準職業分類から該当する小分類項目を選択 

（例）生産工程従事者＞製品製造・加工処理従事者（金属製品を除く）＞食料品製造従事者 

③ 「傷病名及び傷病部位」⇒該当する傷病名及び傷病部位を選択 

（例）傷病名：負傷＞切断 傷病部位：頭部＞鼻 

また、「災害発生状況及び原因」の記入事項については、留意事項別に記入できるよう欄が５分

割されました（１．どのような場所で、２．どのような作業をしているときに、３．どのような物

又は環境に、４．どのような不安全な又は有害な状態があって、５．どのような災害が発生したか)。

さらに、「略図（発生時の状況を図示すること。）」については、従前の手書きから、イラスト等

の「略図」のデータを添付することになります（手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮ってそ

のデータを添付することも可）。 

 

■留意点 

厚生労働省は、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る

入力支援サービス」の活用を推進していますが、電子申請が困難な場合は、当面の間、書面による

報告を認めるとしています。また、2025 年１月１日からは、次の報告についても電子申請が義務化

されます。 

総括安全衛生管理者／安全管理者／衛生管理者／産業医の選任報告、定期健康診断結果報告、心

理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告、有害な業務に係る歯科健康診断結果報告、有

機溶剤等健康診断結果報告、じん肺健康管理実施状況報告 

 

【厚生労働省「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(2025 年１月１

日施行)」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinse

i_00002.html   

労働者死傷病報告の電子申請義務化 
申請に便利な入力支援サービスも 
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■ストレス要因について着目 

厚生労働省は、2024 年版「厚生労働白書」を公表しました。 

第１部は「こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に」をテーマとし、ここ

ろの健康を損ねる背景にある「ストレス要因」に着目し、幼年期から老年期までに至るライフステ

ージに沿って、現代社会のストレスの多様さについて考察した上で、こころの健康に関する対策や

支援の現状および今後の方向性を提示しています。 

第２部では「現下の政策課題への対応」として、子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労

働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。 

こころの健康について、厚生労働白書で大々的に取り上げられるのは、今回が初めてのことです。 

 

■第１部 こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に 

「こころの健康」と「こころの不調」について 

１．社会保障を取り巻く環境と人々の意識の変化 

２．こころの健康に関する取組みの現状 

３．こころの健康と向き合い、健やかに暮らすことのできる社会に 

 

■第２部 現下の政策課題への対応 

特集 2024 年能登半島地震への厚生労働省の対応について 

１．働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など 

２．女性､若者､高齢者等の多様な働き手の参画 

３．自立した生活の実現と暮らしの安心確保 

４．若者も高齢者も安心できる年金制度の確立 

５．医療関連イノベーションの推進 

６．国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現 

７．健康で安全な生活の確保 

８．障害者支援の総合的な推進 

９．国際社会への貢献 

10．行政体制の整備・情報政策の推進 

 

 老若男女を問わず、メンタルヘルス不調を抱える社会となってきています。社内環境や社員の

ライフステージの変化に気を配り、安心して働き続けられる職場づくりをしていきましょう。 

 

【厚生労働省「2024 年版厚生労働白書」を公表します】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42715.html  

2024 年版「厚生労働白書」を公表 
こころの健康について取り上げる 

 

 



 

 

  

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

5 

■「人手不足への対応」がテーマ 

厚生労働省から 2024 年版「労働経済の分析」が公表されました。 

今回の白書では、「人手不足への対応」をテーマとして分析が行われました。第Ⅰ部では、2023

年の雇用情勢や賃金、経済等の動きをまとめています。また、第Ⅱ部では、我が国の人手不足の動

向やその背景を分析し、人手不足への対応に向けた方向性等を示しています。 

白書の主なポイントは次のとおりです。 

 

■2023 年の労働経済の推移と特徴 

・我が国の雇用情勢は、求人が底堅く推移する中で、改善の動きがみられた。正規雇用労働者は

女性を中心に９年連続で増加。 人手不足感は、新型コロナウイルス感染症の拡大前よりも強まった。 

・現金給与総額は３年連続で増加。民間主要企業の賃上げ率は 3.60％、２年連続で前年を上回る。

物価上昇により実質賃金は減少。 

 

■2010 年代以降の人手不足の現状 

・産業・職業別に労働力の不足度合い（労働力需給ギャップ）をみると、2017 年以降、総じて労

働力供給が労働力需要を下回り、 2023 年には、人手不足が相当に広い範囲の産業・職業で生じてい

る。 

・労働移動について、中小企業から大企業への移動は増加傾向。我が国では、欠員率に対する賃

金上昇率の感応度が高く、人手 不足は賃金を引き上げる効果がある可能性。 

 

■人手不足への対応 

・介護分野、小売・サービス分野においては、人手不足緩和に向け、離職率を低下させることが

重要。人手不足緩和に効果的な取組みを分析すると、総じて、賃金や労働時間だけではなく、職員

の負担を軽減するような機器の導入、相談体制や研修、給与制 度の整備等、労働環境・労働条件の

改善が重要。 

〇介護分野：介護事業所の標準的な水準以上の賃金の確保、相談支援の整備、定期的な賞与の支

給、ＩＣＴ機器等の導入等 

〇小売・サービス分野：少なくとも月 20 万円以上の月額賃金の確保、研修や労働環境の整備、給

与制度等の労働条件の整備等 

 

【厚生労働省「「2024 年版 労働経済の分析」を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43038.html   

2024 年版「労働経済の分析」を公表 
人手不足への対応に向けた方向性等示す 
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■入職率、離職率ともに上昇 

厚生労働省は 2023 年「雇用動向調査」を公表しました。これによれば、入職率 16.4％（前年比

1.2 ポイント上昇）、離職率 15.4％（前年比 0.4 ポイント上昇）と、いずれも前年を上回る数字と

なっています。また、入職超過率は 1.0 ポイントとなっており、前年と比べて 0.8 ポイント拡大し

ています。 

 

■転職入職者が前職を辞めた理由 

2023 年１年間の転職入職者（入職者のうち、入職前１年間に就業経験のある者）が前職を辞めた

理由をみると、男性は「その他の個人的理由」、「その他の理由（出向等を含む）」を除くと「定

年・契約期間の満了」16.9％が最も多く、次いで「職場の人間関係が好ましくなかった」9.1％とな

っています。女性は「その他の個人的理由」を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」13.0％

が最も多く、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」11.1％となっています。 

また、前年と比べて上昇幅が最も大きいのは、男性は「仕事の内容に興味を持てなかった」（2.9 

ポイント）で、女性は「職場の人間関係が好ましくなかった」（2.6 ポイント）となっています。 

 

■転職入職者の賃金変動状況 

転職入職者の賃金変動状況をみると、前職の賃金に比べ「増加」した割合が 37.2％（前年比 2.3

ポイント上昇）、「減少」した割合は 32.4％（前年比 1.5 ポイント低下）、「変わらない」の割合

は 28.8％となっています。また、「増加」のうち「１割以上の増加」は 25.6％、「減少」のうち

「１割以上の減少」は 23.4％となっています。 

 

現在、転職市場が活性化しており、若年者に限らずミドル層の転職も増えているようです。企業

としては、他社の状況も踏まえつつ労働条件や社内環境等についてはよく考えていきたいところで

す。 

【厚生労働省「2023 年雇用動向調査結果の概況」】 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/doukou/24-2/dl/gaikyou.pdf 
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■監督指導結果のポイント 

厚労省・国交省は９月２日、「2025 年度予算概算要求の概要」を公表し、建設業の人材確保・育

成に多角的に取り組んでいく方針を示しました。 

両省は、建設業の技能者のうち約４分の１を 60 歳以上が占める現状等を踏まえ、特に若者・女性

の定着促進等に重点を置き、処遇改善や働き方改革などを一体として進め、人材確保・育成を進め

ていくことが重要としたうえで、これまでに続き連携した取組みを促進するこことしています。 

 

■取組みと概算要求の概要 

この取組みにかかる両省の予算は、以下の３つの重点事項で取りまとめられています。 

① 人材確保  ② 人材育成  ③ 魅力ある職場づくり 

①については、建設業への入職や定着を促すための施策として、国交省では働き方改革等にかか

わる施策や実態調査の実施を、厚労省では建設キャリアアップシステム（※）等活用促進コース（仮

称）創設等を通じた助成金支援やマッチング支援などを、それぞれ継続・拡充していくとしていま

す。ほかにも、例えば厚労省は②については職業訓練の実施、③については働き方改革推進支援助

成金による支援・一人親方等の安全衛生対策支援事業などを引き続き実施していくとしています。 

人手不足や、いわゆる建設業における 2024 年問題など、建設業を取り巻く状況は深刻化していま

す。こうした状況をうけ、政府としても各種取組みを推進していくことと思われます。 

ご関心のある制度、法令等や安全衛生についてご不明点がある際は、どうぞ弊所にご相談くださ

い。 

※ 建設キャリアアップシステム：建設技能者の処遇改善をめざし国交省と建設業団体が連携し

て推進している、技能者の資格や就業履歴等を登録・蓄積し能力評価につなげる取組み。 

 

【厚生労働省「建設業の人材確保・育成に向けた取組を進めていきます～厚生労働省・国土交通省

の 2025 年度予算概算要求の概要～」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42550.html 

 

【国土交通省「建設キャリアアップシステム 国土交通省ポータルサイト」】 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html  

厚労省・国交省「建設業の人材確保・育成に 
向けた取組」～2025 年度予算概算要求より 
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■人手が「不足している」と回答した企業は 63％ 

日本商工会議所・東京商工会議所は９月５日、「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関

する調査」の集計結果を発表しました。全国の 338 商工会議所が 2024 年７月８日～31 日に調査を実

施し、2,392 社から回答を得ています。 

 

人手が「不足している」と答えた企業は 63.0%と前年比 5.0 ポイント低下していますが、依然とし

て厳しい状況が続いています。 

人手不足企業の６割超（65.5％）が、事業運営への影響について、「非常に深刻（廃業のおそれ）」

（4.2％）または「深刻（事業継続に支障が出るおそれ）」（61.3％）と回答しています。 

 

■中小企業の約６割が外部シニア人材の受入れに前向き 

シニア人材の活用について、法定下限（60 歳）を超える 61 歳以上の定年の措置を講じている企業

は 52.2％で半数を超えています。定年後、法律上の義務（65 歳まで）を超える継続雇用の措置を講

じている企業は 63.2％、「上限はない」とする企業は 32.0％でした。規模が小さい企業ほど、シニ

ア人材に対して年齢に関わらない処遇を行っている企業が多い傾向です。 

回答企業の４社に１社（25.5％）が外部シニア人材を既に「受け入れている」と回答し、「適当

な人材がいれば受け入れたい」（35.2％）と合わせると、約６割（60.7％）が受入れに前向きです。 

また、外部シニア人材の採用ルートは、「公的職業紹介」（62.7％）、「従業員による紹介」（47.3％）、

「民間職業紹介」（36.1％）の順で多くなっており、「リファラル採用」として注目されている「従

業員による紹介」が半数近くに達しています。 

 

■外国人材の受入れに前向きな企業は半数以上 

外国人材を「既に受け入れている」企業は 24.6％で２割を超えています。「今後受け入れる予定」

（4.5％）、「受け入れるか検討中」（22.5％）と合わせると、半数以上（51.6％）が外国人材の受

入れに前向きな意向です。 

 

【日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」調

査結果】 

https://www.jcci.or.jp/file/sangyo2/202409/20240905_diversity_release.pdf  

外部シニア人材の受入れに前向きな中小 
企業は約６割～日本商工会・東京商工会 
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■リテンションの意味と重要性 

「リテンション」とは、企業が優秀な人材を維持・確保するために行う人事施策全般を指します。

少子高齢化が進み、人手不足の企業が多いなか、既存の優秀な人材が自社に居続けてくれるための

施策は、ますます重要になっています。 

リテンションマネジメントは、単なる離職防止策ではなく、従業員の満足度や生産性を高め、企

業の競争力を維持・向上させるための戦略的な取組みです。優秀な人材を維持することは、企業の

成長に直結するため、企業の重要な課題となっています。 

 

■不本意な配置・異動がリテンションに与える影響 

従業員の意思を無視した配置転換や、家庭事情等を考慮しない一方的な異動は、従業員の不満や

不安を増大させ、企業への信頼を損なう恐れがあります。場合によっては退職ドミノにつながり、

会社の存続を危うくする可能性もあります。 

 

■効果的な配置・異動管理の注意点 

効果的な配置・異動管理を実施するためには、まず従業員の個々の適性やキャリアプランを尊重

することが重要です。従業員の能力や経験、希望を十分に考慮し、適材適所の配置を心がけること

が求められます。 

また、配置や異動の基準や過程を明確にし、従業員との対話を重視することで、透明性と公平性

を確保することができます。さらに、異動後の適応状況を定期的に確認し、必要に応じてサポート

を提供することで、従業員が安心して新しい環境に馴染むことができます。従業員の安心感は近年

の労務管理における重要事項です。 

ただし、このような取組みを行うためには、その基礎として職場の良好な人間関係が必要です。

また、異動の基準等を明確化し、多様化する働き方にも対応するために、就業規則等の見直しが必

要になってきているようです。  

リテンションと配置・異動管理の重要性 
優秀な人材の維持が企業に成長もたらす 
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■９月９日から「資格情報のお知らせ」送付開始 

12 月２日以降、健康保険証がマイナ保険証へと移行します。協会けんぽでは、９月９日から既加

入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付を行っています。 

この「資格情報のお知らせ」は、2024 年 12 月から健康保険の各種給付金等の申請に必要な健康保

険の記号・番号の確認等に用いるもので、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取って利用可能

なレイアウトの紙製カードとなっています。 

特定記録郵便で会社に送付されてきますので、各被保険者に配付等する必要があります。なお、

12 月２日以降の新規加入者については、資格取得時に送付されてくることとなります。 

 

■従来の被保険者証の扱い 

マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証がすぐに使えなくなるわけではありません。そのた

め、2025 年 12 月１日までに退職する従業員からは、従来どおり保険証を返納してもらう必要があり

ます。2025 年 12 月２日以降は、被保険者による自己破棄も可能となりますので、返納してもらわな

くても構いません。 

 

■マイナ保険証を持っていない加入者への「資格確認書」の発行 

新規加入者については、12 月２日以降、資格取得届などによる本人からの申請に基づき、会社を

経由してマイナ保険証を持っていない加入者に発行されます。 

既存の加入者については、2025 年 12 月２日までに協会けんぽが必要と判断した人に対して発行さ

れます。 

なお、資格確認書の取扱いについても、従来の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、会社

に返納してもらう必要がありますので退職手続時にあわせて回収しましょう。 

 

【全国健康保険協会「第 130 回全国健康保険協会運営委員会資料～マイナ保険証への円滑な移行に

向けた対応について」】 

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat720/r06/001/240725/  

マイナ保険証への移行に伴う対応は 
「資格情報のお知らせ」に注意 
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 10 日■ 

 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］ 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

 

 31 日■ 

 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第３期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、７月～９月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］

 

税務と労務の手続カレンダー 
（２０２４年 １０月） 
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【編集後記】 

今年の夏は暑かったですね。▼と、最近は毎年言っているような気がします。気象庁は、この夏は平年を 1.76℃

上回り、去年と並ぶ歴代 1位の高温になったと明らかにしました。太平洋高気圧が顕著に強かったことや、今

年の春まで続いた「エルニーニョ現象」の影響、地球温暖化など、複合的な要因が重なったのだとか。▼おそ

らく、「歴代１位」は毎年更新されていくのでしょう。このところ「数十年に一度の豪雨が……」というニュ

ースも耳慣れました。▼数十年と言えば、今年は数十年に一度しか咲かないとされるリュウゼツランの花が各

地で咲いたそうです。異常気象の影響か、はたまたラッキーイヤーだったのか。個人的には後者だと思いたい

ものです。▼暑さ寒さも彼岸まで。神無月は涼しくなるのでしょうか。神様、先日島根県に行きましたが、出

雲も暑いですよ。 


